
 第８条第４号中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第９条を削る。 

 第１０条第１項中「指定管理者が管理を行う」を削り、「において」の次に

「法第２９条第１項に規定する」を、「又は」の次に「法第５１条の１７第２

項に規定する」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。 

 ⑴ 法第２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算

定した額 

 ⑵ 法第５１条の１７第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算

定した額 

 第１０条を第９条とする。 

 第１１条の見出しを「（利用料金の減免）」に改め、同条第 1 項を削り、同

条第２項を同条とし、同条を第１０条とする。 

第１２条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２号中「使用料（指定

管理者が管理を行う就労支援施設にあっては、利用料金）」を「利用料金」に

改め、同条を第１１条とする。 

 第１３条を第１２条とし、第１４条を第１３条とする。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

わーくす大島を廃止するため、この条例を制定するものである。 

議案第   号 

 

川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年１１月２６日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例（令和元年川崎市

条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３２条」を「第３３条」に改める。 

第１１条の次に次の１条を加える。 

（サテライト型住居の設置） 

第１１条の２ 無料低額宿泊所の設置者は、本体となる施設（入居定員が５人

以上１０人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。）

と一体的に運営される附属施設であって、入居者の利用期間が原則として１

年以下のもの（入居定員が４人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」

という。）を設置することができる。 

２ サテライト型住居は、本体施設からおおむね２０分以内で移動できる場所

に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。 

議案第１７０号



３ １の本体施設に附属して設置することができるサテライト型住居の数は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 

 ⑴ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ４以下 

 ⑵ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 ８

以下 

４ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。次項において

同じ。）の入居定員の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める人数とする。 

 ⑴ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ２０人以下 

 ⑵ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 ４

０人以下 

５ 無料低額宿泊所の設置者は、サテライト型住居について、第１０条各項に

規定する記録のほか、第２０条の規定による状況把握の実施に係る記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 本則に次の１条を加える。 

（サテライト型住居に係る設備の基準の規定の適用） 

第３３条 第１２条第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居ごとに

適用する。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



３ １の本体施設に附属して設置することができるサテライト型住居の数は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 

 ⑴ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ４以下 

 ⑵ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 ８

以下 

４ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。次項において

同じ。）の入居定員の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める人数とする。 

 ⑴ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ２０人以下 

 ⑵ 第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 ４

０人以下 

５ 無料低額宿泊所の設置者は、サテライト型住居について、第１０条各項に

規定する記録のほか、第２０条の規定による状況把握の実施に係る記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 本則に次の１条を加える。 

（サテライト型住居に係る設備の基準の規定の適用） 

第３３条 第１２条第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居ごとに

適用する。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の施行に伴い、サテライト型住

居の設備及び運営に関する基準を定めるため、この条例を制定するものである。 




